
1．業務の集約化等  
健康保険給付業務について、都道府県単位で業務の集約化を推進するとともに、業務の標準化や外注化を推進する。  

2．被保険者サービスの向上  
健康保険給付業務について、サービススタンダードの遵守を徹底するとともに、入院に係る高縫療養費の現物給付化等  

の新たなサービスの周知徹底を図り、被保険者サービスの充実を図る。また、保険給付の申請等については、郵送や電子  
申請により、被保険者等が社会保険事務所に来所しなくとも手続が完結できる環境整備を推進する。  
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全国健康保険協会への健康保険業務の移管等のための検討・準備スケジュール（案）（イメージ）  

健康保険季長の活動  
健康保険委員の拡大  

健診等の義務化への対応  
同  

保健事業の実施体制め準 
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5社会保険事務局における政府管掌健康保険の公法人化を見据えた取組みの実施状況  

秋田   福島  三重   愛媛   福岡   

浪漫靖彦 秋田県商工会議所連合  五十畑昌之福島県商工会議所連合  橋本幸司・三重県津市商工会議所  藤堂勢治 愛媛県南工会議所連合  山田良治 福岡県南工会議所連合  
全会長（秋田中央交通株   会（東北自興株式会社代   （旭電器工業株式会社代   会副会頭（有限会社塩屋   会（昭和タクシー株式会  
式会社代表取締役社長）   表取締役社長）   表取締役社長）   呉服店代表取締役社長）   社代表血締役社長）  

加藤義光 秋田県南工会連合会理  佐藤勇  福島県南工会連合会副  中嶋勉  三重県南工会連合会副  村上友則 愛媛県南工全速合金理  仲宗根稔 福岡県商工会連合会理  
事（株式会社加藤組代表   会長（株式会社丸幸ニット  会長  事（協和汽船株式会社代   事（ナカソネ住設株式会  

事  
取締役）   代表取締役社長）  表取締役社長）   社代表取締役社長）  

中川千恵子三重県中小企業団体中                  薫 主  
央会理事（秋田清酒株式   央会副会長（東関クレテウ   央会副会長（株式会社中   央会会長（株式会社山本   央会会長（株式会社マル 
会社代表取締役）   ク株式会社取締役会長）   川製作所代表取締役）   製作所代表取締役社長）   ショウ代表取締役社長）  

漉遵泰夫 曾津通運株式会社代表  小林英雄 太陽化学株式会社取締  吉田耕二 株式会社エルテック  
取締役社長   役企業統括兼生産担当  ス・ヨシダ代表取締役  

社長  

健  高尾佳孝 株式会社トミテックエ  広瀬一夫 渦潮電機株式会社人事  江上誠  柳川商工会議所労務課   

康  務部総務課長（健康保   山崎春樹 千代田興業株式会社総  有井薄手 福葛藤商工会連合会主  場長（健康保険委員）  総務部部長参与（健康   長（健康保険委員）  

保  険委員）  保険委員）  

険  
佐々木鉄夫株式会社菅組総務部長  

事  
（健康保険委員）  マネージャー（健康保  部長（健康保険委員）  体連合会事務局長（健   業務課長（健康保険委  

破  険委員）  康保険委員）   員）  

保  

険   
す  者   社   車部貸切部長（健康保   部次長（健康保険委   碁）   ンター（健康保険委   

る  全自交労連秋田地方連   険委員）   員）  鼻）   

憩  合執行委鼻長（公募）   

談 林彪  福島地区連合事務局長  岡本博  連合三重県連合会事務  池本武文 戸畑鉄工株式会社管理  
A  
コ言  

（公募）   局長（公募）  部部長（公募）  

菖蒲亮▲飯詰天草学蓑  石高重義葡南天草薮痩  
教授  授  

経  
人権擁護委員連合会人  尾形裕也九州大学大学院教授  

験  
権擁護委員  

エ藤寿文福岡県厚生事業団常務  
会福祉協議套常務理事   事   会福祉協議会常務理事  理事  

懇談会   平成18・年12月11日   平成18年12月7日   平成18年12月14日   平成18年12月18日   平成18年12月4日  
開催   平成19年8月5日予定   平成19年2月22日   平成19年3月下旬予定   平成19年3月1日予定   平成19年2月20日   

健康保換  
要点  

85名   49名   30名   26名   42名   
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秋由   福島   三重   吏媛   福岡   

0健診受診率向上のための取組   0健診受診串向上のための取組   0健診受診辛向上のための取組   ○健診受診率向上のための取組   0健診受診率向上のための取組  

・事業所への訪問や電話、文書による  ・事業所への訪問、電話、文書による  ・健診の受診率の低い社会保険事務  ・10名以上の健 
健診の受診勧喫を実施。   健診の受診勧奨を実施。また、任蕎維  所管内（伊勢市、鳥羽市、志摩市、度  所に対して文書により健診の受診勧奨  音数10人以上20人未満でかつ平成18  

・社会保険事務所休日開庁日におけ  続被保険者に対しても専用の受診中  会郡）を対象として文書により受診勧  を実施。   年度末受診事業所を対象に文書によ  
る年金相談と併せて検診車による健診  込書を同封した文書による受診勧奨を  奨を実施。   ・■ 健診の未受診事業所の割合が70％  り受診勧奨を実施するとともに、健診  
を実施。   実施。   ・健診対象者が11人以上の事業所に  以上の2市において、10名以上の健診  対象者数20人以上の事業所に対し  

・健診機関へ休日健診の実施状況の  ・健診機関の少ない6地域（へき地■中  対して電話による受診勧奨を実施。   対象者がいる事業所に対し、アンケー  て、訪問により受診勧奨を実施。  
アンケート訴査を実施。   山間地）へ検診車による健診の実施。  ・伊勢社保管内の幸美協商組合に対  ト調査を実施。  ・土曜日に健診を実施している健診纏  

・「被扶養者調書」を活用し、被扶養配  ・検診車による土曜受診を実施。（2地  して集団健診を依頼。  関を把握し、未実施機関にアンケユ・ト  
偶者への健診受診勧奨を実施。  域）   ・健診機関への診療時間等のアン  を実施。  

・被扶養配偶者の健診受診について  ケートを実施したあと、健診時間の延  ・健診機関から送付する問診票にテラ  
は、新規の扶養認定の際や被保険者  長や休日の実施について依頼を検討。  シを同封し被扶養配偶者に対する受診  
の事後指導時に受診勧奨を実施。  ・被扶養配偶者の健診受診について  勧奨を実施。また、同チラシを東福岡  

は、市町村窓口に被扶養者の健診申  社保管内の事業主を経由して被保険  
込用紙の設置を依頼する－とともに、市  者へ送付。  
町村広報誌に掲載。  

○情報提供  
0情報提供  

0措領海儀 
6葡福海萌  0†青報提供  

保  
健  

事  
載。   供。   社会保険事務所、健診機関等へ配  全事業所に送付するとともに事務局  ができるようにするため企画コンペを  

・電子メールを使用し、腱康保険法改  ホームページに掲載。   
業  

実施。   
正のパンフレットを健康保険委員へ情  

（  報提供。 載するとともに、生活習慣予防健診申  
主  込書のダウンロードを可能とする。  

な  
取  ○保険者協議会等との連携   
租  0保革春繭鈍痛 石膏験者協縫会専と面達蔑   0保険者協議会専と面蓮麗  ○保険者協議会等とゐ’達彦   

み ヽ＿．′  ・保険者協議会において、被扶養配偶  ・▲ 保険者協躊会におし＼て、老人健保の  ・保険者協議会において、各保険看の  ・保険者協議会において、老人保健事  ・保険者協議会において、老人保健事  
者の健診の奏態把握及び平成20年4  健診における被扶養者の受診状況を  健診事業及び事後指導の実態を把握  菓についての実態を把握するととも  業にういての実態を把握。  
月以降の健診方法について、協議予  把握。   するとともに、今後の対応を協議。   に、平成20年4月以降の健診、事後持  ・労働安全衛生法に基づく受診の有無  
走。   ・労働安全衛生法に基づく受診の有無  ・労働安全衛生法に基づく受診の有無  専の対応について意見交換。   等についてのアンケート調査を実施。  

・労働安全衛生法に基づく受診の有無  等についてのアンケート調査を実施。  ・労働安全衛生法に基づく受診の有無  
等についてのアンケート調査を実施。   等についてのアンケート調査を実施。  

0事後鱒導の充実強化   
0事後指導の充実酎ヒ   

0事後指導の充実強化  
○事後指導の東夷護衛  ○事後括導の充実強化  

・健診受診者で過去3年間、指導区分  ・前年度の訪問による個別指導実施  ・社会保険事務所において休日開庁  一 指導区分「2ムr3jに該当する健診  一 各健診機関との事後指導lこついての  
r2」及び「3」の者に個人対応で事後指  率を上回るため、事業所への電話勧奨  日（年金相餅日）に事後指導の実施。   受診者で、過去3年間事後指導を受け  打合せ会を開催。  
導を実施。（秋田組合総合病陳でモデ  を実施。   ・健診横間から、健診結果を送付する  ていない者に対して、健診実施機関が  ・・東福岡社保管内の事業所の中で、健  
ル的に実施）  際に事後指導の案内文書を送付。   健診儲儒を基に保健師の所見を添え  診受診後2■〉3年事後指導を受けてい  

・健診受診者で、指導区分「2J、r’3J  た文書勧喫を送付。   ない事業所に対し、事後指導の必要性  
の看で平成17t18年虔の事後指導を  ・平成18年虔から17年度において、生  を記載した文書を送付。  
受けていない者に対して事後指導の勧  活習慣病予防健診を受診したが、事後  ・東福何社保管内において事後指導を  
奨を実施。   指導を受けていない事業所に対し事後  

指導の勧奨及びアンケートを実施。   に対し、事業主を経由して勧奨を実  
施。   
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全国健康保険協会の健康保険業務システムのイメージ  

○全国健康保険協会の健康保険業務システムについては、「社会保険業務の業務・システム最適化計画」（平成18年10月31日改定）に  

基づき、①業務の効率化・合理化、②被保険者サービスの向上、保険者機能の強化、④安全性・信頼性の確保、⑤経費削減を基本理   
念として、最適な業務・システムの構築に取り組むこととしており、基本設計に着手したところ。  

○健康保険組合で用いられている健康保険業務パッケージを最大限活用するとともに、ハードウェア及びソフトウェアについてはオープン   

システムとすることにより、費用対効果に優れたシステムの構築を図ることとしている。  
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全国健康保険協会のシステム開発スケジュール（イメージ）  

平成1時庭  平成19年産  成20年度  
区分  

1月！2月い月い月【5月－6月 

健康保険業務システム  基本設計 

間接業務システム   

基盤り＼－ドゥエア   

▲データセンター設営   

データ移行   設計  開発   テスト   
デ行   

研∴修   研修計画策定   研修実施   マニュアル作成   
－1Z－  
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